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令和8年度税制改正 法人税 

～賃上げ促進税制の見直し～ 

令和8年度税制改正が行われました。 

その改正内容のうち、賃上げ促進税制の見直しの概要についてお知らせいたします。 

 

 賃上げ促進税制の見直し 

本制度について、次の見直しが行われました。 

１ 全法人向けの措置は、令和８年３月 31 日をもって廃止されました。 

２ 常時使用する従業員の数が 2,000 人以下である中堅企業向けの措置は、令和８年４月１日か

ら令和９年３月 31 日までの間に開始する事業年度の適用要件について見直しが行われた上

（※）、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されました。 

３ 中小企業向けの措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されたことを除き、現行制度が維

持されています。 

 

 改正前 改正後 

        

 

中堅企業向け 

継続雇用者給与等支

給増加割合の要件 

控除率 継続雇用者給与等支

給増加割合の要件 

控除率 

＋３％以上 10％ ＋４％以上 10％ 

＋４％以上 25％ ＋５％以上 １５％ 

－ － ＋６％以上 ２５％ 

 

 

中小企業向け 

雇用者給与等支給増

加割合の要件 

控除率 雇用者給与等支給増

加割合の要件 

控除率 

＋１．５％以上 １５％ ＋１．５％以上 １５％ 

＋２．５％以上 ３０％ ＋２．５％以上 ３０％ 

 

上乗せ措置 

 

教育訓練費に係る上乗せ措置 

（＋５％ or 10％） 

廃止 

子育てとの両立支援等に積極的な企業への上乗せ措置（＋５％）は維持 

※ 令和８年度税制改正の大綱では、適用期限（令和９年３月 31 日）の到来をもって廃止されることが示

されています。 

 

【適用時期】 

 この改正は、令和８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。 


